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健康推進員

布施　典子さん
（西大路2区）

このりふ　せ

　　
豚もも肉20 0 g、おろししょうが
少々、小麦粉大さじ２、こしょう少々、
にんじん60g、しいたけ４枚、ピーマ
ン４個、たまねぎ１個、Ⓐ[黒酢大さじ
４、しょうゆ大さじ１と2/3、砂糖1と
1/2、水80㏄]、片栗粉大さじ２、水
大さじ４

❶豚肉はひとくちサイズに切って、しょ
　うがをもみ込み、こしょうをふって小
　麦粉をまぶす。
❷にんじん、しいたけ、ピーマン、たま
　ねぎはそれぞれひとくちサイズに切る。
　にんじんはさっと下ゆでしておく。
❸フライパンを熱し、豚肉を入れ中火で
　焼き、少し焼き色がついたら、にんじ
　ん、しいたけを加えふたをして中火弱
　で２～３分蒸し焼きにする。
❹❸にピーマンとⒶを混ぜ合わせて入れ、
　中火で少し煮る。煮立ったらたまねぎ
　を加えてさっと煮、分量の水で溶いた
　片栗粉を回し入れ、とろみをつける

　　☆１人分　エネルギー　165ｋcal
　　　　　　　たんぱく質　12.4ｇ
　　　　　　　脂質　　5.4ｇ
　　　　　　　食塩相当量　1.2ｇ

油を使わないので、
カロリーが抑えられます。
野菜は火を通しすぎないで

ください。

　

現
在
、
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

で
、
世
帯
の
中
に
勤
務
先
の
社
会
保
険
に

加
入
中
の
方
が
い
る
場
合
、
次
の
基
準
に

該
当
す
る
と
、
勤
務
先
の
社
会
保
険
に
被

扶
養
者
と
し
て
加
入
で
き
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
、
被
扶
養
者
認

定
の
手
続
き
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
勤
務
先
の
社
会
保
険
に
よ
っ

て
は
扶
養
の
認
定
基
準
が
異
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
先
で

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
と
認
定

さ
れ
る
基
準
は

・
主
と
し
て
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

　

る
方
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ

　

て
い
る
親
族

・
60
歳
未
満
の
方
は
年
間
収
入
が
1
3
0

　

万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

・
60
歳
以
上
の
方
、
も
し
く
は
厚
生
年
金

　

保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
等
の
受
給
を

　

さ
れ
て
い
る
場
合
は
年
間
収
入
1
8
0

　

万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

・
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
年

　

間
収
入
の
２
分
の
１
未
満
で
あ
る
こ
と

　

※
年
金
・
失
業
等
給
付
も
年
間
収
入
の

　
　

対
象
と
な
り
ま
す
。

社
会
保
険
等
の
扶
養
に
な
っ
た
時

の
利
点
は

　

国
保
は
被
保
険
者
の
人
数
に
よ
っ
て
保

険
税
が
増
減
し
ま
す
が
、
社
会
保
険
は
新

た
に
被
扶
養
者
が
増
え
て
も
こ
れ
ま
で
の

保
険
料
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
に
認
定

さ
れ
た
ら

　

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
新
し
く
被
扶
養
者
と
認
定
さ
れ
た
健
康

　

保
険
証

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
で
な
い
も
の
）

　

を
ご
持
参
の
う
え
、
役
場
住
民
課
保
険

　

年
金
担
当
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
◆
問
い
合
わ
せ
先
・
届
け
出
先　

　
　
　
　
　

住
民
課　

保
険
年
金
担
当

　
　
　
　
　

☎ 

�
6
5
7
1

社
会
保
険
へ
の
被
扶
養
者
認
定

手
続
き
を
お
す
す
め
し
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
を
さ
れ
た
方
の
う
ち
、
全
額

免
除
に
該
当
せ
ず
、
一
部
免
除

（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・

４
分
の
１
免
除
）
が
承
認
さ
れ

た
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な

か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納
付

さ
れ
な
い
と
未
納
期
間
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

未
納
期
間
に
な
る
と
、
将
来
支

給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に

計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
未
納
期
間
が
あ
る
と

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

納
付
期
限
か
ら
２
年
が
経
過

す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
方

は
、
草
津
年
金
事
務
所
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す一部免除 保険料額（平成 25 年度）

3/4 免除（1/4 納付） 月額　 3,760 円

半額免除（半額納付） 月額　  7,520 円

1/4 免除（3/4 納付） 月額　11,280 円

◆問い合わせ先
　草津年金事務所　国民年金課　☎ 077-567-2220
　住民課　保険年金担当　☎ �6571
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